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国税庁は、「平成22年分
の基準年利率について」の
一部改正について（法令解
釈通達）（平成23年1月7
日）を公表した。平成22年
の10月分から12月分の基
準年利率を新たに示す。平
成22年12月分の「長期」
の基準年利率は1.5％に。

10～12月基準年利率
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国税庁は、「平成22年分
の類似業種比準価額計算上
の業種目及び業種目別株価
等について」の一部改正に
ついて（法令解釈通達）
（平成23年1月7日）を
公表した。平成22年11
月分・12月分の「A」の
値が新たに示されている。

11月・12月分株価表
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東京国税局は、「国税を期
限内に納付できない場合に
は…」を同局ホームページ
に掲載して注意を喚起して
いる。期限内納付ができな
い場合には、延滞税、督促
状送付、財産の差押え、納税
証明書の不発行があること
をあらためて示している。

期限内納付ができない
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国税庁は、「口蹄疫に対処
するための手当金等の交付
により生じた所得に関する
明細書」（所得税の確定申
告関係書類）を同庁HPに
掲載した。同手当金等につ
いての所得税及び法人税の
臨時特例規定の適用を受け
るための明細書である。

口蹄疫免税の明細書
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国税庁は、「あなたも電子
納税を利用してみません
か」（パンフレット）を公
表した。タイプ別のe-TAX
の利用法を示し、特に事前
に税務署に届出を出してお
き、納付指定日を指定でき
る「ダイレクト納付」が推
薦されている。

ダイレクト納付を推薦
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東京国税局は、保険契約者
が死亡保険金請求権を信託
財産とする生命保険信託契
約を締結した場合の生命保
険料控除の適用について
（文書回答事例）（平成23
年1月17日）を公表し
た。原則として生命保険料
控除の対象としている。

生命保険信託で回答
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NPO法人である「北朝鮮
難民救援基金」「ラブアン
ドハーモニー基金」が、認
定特定非営利活動法人とさ
れた。認定の有効期間は平
成23年1月16日～平成
28年1月15日。これで
認定NPO法人は190件
となった。

認定NPO法人は190件
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